
　

町
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
「
紀
宝

み
な
と
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

ゲ
ス
ト
に
は
、
ア
イ
ド
ル
グ

ル
ー
プ「
Ａ
Ｋ
Ｂ
４
８
チ
ー
ム
８
」

を
お
迎
え
す
る
ほ
か
、
も
の
ま
ね

タ
レ
ン
ト
の
「
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
き

よ
し
」
や
、
子
ど
も
に
大
人
気
の

「
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
シ
ョ
ー
」、
姉
妹
町
提
携

を
結
ん
で
い
る
石
川
県
中な

か

の

と

能
登
町ま

ち

か
ら
「
鹿か

し
ま島

日に
ち
ぶ
か
い

舞
会
・
笹さ

さ
の
か
い

乃
会
」

に
よ
る
踊
り
、
各
種
出
演
団
体
に

よ
る
ス
テ
ー
ジ
が
楽
し
め
ま
す
。

　

会
場
内
で
は
、
物
産
販
売
や
地

元
の
食
屋
台
、
石
川
県
中
能
登
町

か
ら
は
地
元
特
産
品
の
販
売
を
、

ま
た
、
当
町
と
交
流
を
行
っ
て
い

る
青
森
県
藤ふ

じ
さ
き崎
町ま

ち

か
ら
も
現
地
直

送
の
「
り
ん
ご
」
の
販
売
な
ど
盛

り
だ
く
さ
ん
の
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、ご
来
場
く
だ
さ
い
。

▼
詳
し
く
は
、
今
月
号
に
折
り
込

ま
れ
て
い
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
に
な

る
か
、
役
場
企
画
調
整
課
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―
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３
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問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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鵜殿港
※荒天の場合は、まなびの郷で開催

場
　
所10月 20日 （ 日 ）

午前９時 30 分～午後３時

日
　
時

※ステージ開始は午前 10 時から

　飛雪の滝キャンプ場では、直売・集客交流拠点
施設（飛雪の里）の直売所において、農作物を出
品される方を募集します。
　当キャンプ場の直売所は、単なる物売り場にと
どまらず、お越しになるお客様に対して、当地域
の季節ごとのさまざまな味をご提供することで、
紀宝町の魅力を感じてもらおうと、地元農作物の
直売所を設けています。
　出品を希望される方は、右記の募集要項をご確
認のうえ、お申し込みください。

飛雪の滝キャンプ場にて

農作物出品者を募集します

Information　役場企画調整課

【募集要項】
◆販売施設　　飛雪の滝キャンプ場　直売所
◆出品品目　　
　出荷者自らで栽培した野菜類、果実類、穀類、
花類、苗類等の農作物および椎茸等の林産物、並
びに採取した山菜や果実、花木類等
◆販売方法　　
　直売所が販売の委託を受ける、委託販売方式
◆販売手数料　　販売価格の 10％
◆出品条件　　 　
　⑴紀宝町内在住者

⑵商品の納品・回収については、飛雪の滝キャ
ンプ場と協議。

◆受付期間　　随時受付
◆申 込 先 　　役場企画調整課

▶詳しくは、役場企画調整課（☎３３－０３３４）
までお問い合わせください。

飛雪の滝キャンプ場　直売所

メインゲスト

町内の解体業者が施工する空き家が対象

空き家の解体撤去を補助

Information　役場基盤整備課

【対象者】空き家の所有者（所有者が死亡してい
る場合は、法定相続人の代表者）

【補助金の額】
　解体撤去にかかる費用の２/ ３（上限 50 万円）
▶詳しくは、役場基盤整備課（☎３３－０３５７）
までお問い合わせください。

【対象となる空き家】
・町内で５年以上住んでいないもの
・公共補償費対象となっていないもの
・アパートなど事業用のものでないこと
・個人の所有物件で、借地に建設されている場合

は土地所有者の同意を得ていること

　町では、町内の住環境の向上および災害の未然防止を図るため、５年以上住んでいない町内の空き
家の解体撤去にかかる費用を補助します。
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　町では、太陽光発電施設の設置に伴い、自然環境や生活環境の保全、良好な景観の形成、災害の防止
などを図るため、「紀宝町小規模太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。

◆目的
　事業計画作成の初期段階のできるだけ早い時期
に、町および地域住民へ事業概要を説明し、地域
住民と十分にコミュニケーションを図るなど、太
陽光発電事業者に対し、地域と共生した太陽光発
電施設の導入を促すことを目的とします。
◆対象施設
　電気事業者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法（FIT 法）に基づく再生可
能エネルギー発電事業計画の認定申請（認定申請
中を含む）を行う次の施設が対象です。

出力 10kw 以上 50kw 未満の太陽光発電施設が対象

紀宝町小規模太陽光発電施設の
設置に関するガイドラインを策定

Information　役場環境衛生課

【対象施設】太陽光発電施設
【設置場所】紀宝町内
【施設規模】出力が 10kw 以上 50kw 未満の施設
（ただし、建築基準法第２条第１号に規定する建
築物に設置されているものを除く）
※出力が 50kw 以上の施設は「三重県太陽光発
電施設の適正導入に係るガイドライン」が適用
されます。

▶ 詳 し く は、 役 場 環 境 衛 生 課（ ☎ ３ ３ －
０３３８）までお問い合わせください。
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